
各 市 町 村 長  殿

滋 賀 県琵琶 湖 環境 部 環第 整備 課 長



合理化事業計画の策定指針

下水道 の整備等 に伴 う一般廃棄物処理業等 の合理化 に関す る特別措置法 (昭和

50年 法律第 31号。以下 「合特法」 とい う。)の合理化事業計画 の策定 に関 してれ

平成 11年 11月 5日 付 けで滋賀県琵琶湖環境部長お よび滋賀県農政水産部長か

ら、下水道の整備等 に伴 う合理化基本方針 (以下 「基本方針」 とい う。)が各市

町村 に通知 された ところであるが、今後 、市町村 が 当該基本方針 に基づ いて合理

化事業計画 を定め るための 目安 となる策定指針 を下記 の とお り作成 した。

記

1 生活排水処理基本計画の策定

市町村 は、廃棄物 の処理及び清掃 に関す る法律 (以下 「廃掃法」 とい う。)第
6条 に規定す る生活排水処理 に係 る基本計画 (以下 「生排計画」 という。)を策

定 (改訂 )す る こととな っているが、当該生移F計画 は、合特法 に基づ く合理化事

業計画 の策定 の基礎資料 とな るもので もあ り、早急 に策定 (改訂 )を行 い、今後
の、 し尿等 の発生量お よび処理量の見込 み とそ の道正な処理お よび これ を実施す
る者 に関す る基本 的事項等 につ いて日月らか にす る こと c

2 合理化事業計画の策定

市町村 は、廃掃法 の規定 によ り当該市 町村長 の許可 また は委託 を受 けて行 うし

尿処理業者および浄化槽法 の規定 によ り当該市町村長 の許可 を受 けて行 う浄化槽

清掃業者 (以 下 「し尿等処理業者」 とい う。)が 、下水道 の整備等 によ り著 しい

影響 を受 けると認 め られ る場合 は、 し尿 の処理お よび浄化槽 の清掃 を道正かつ 円

滑 に推進す るため→当該 し尿等処理業者への合特法 に基 づ く支援 を目的 とした合

理化事業計画 を策定す る こと。

策定 にあた っては、平成 6年 3月 29日 付 け厚生省生活衛 生局水道乗境部環境
整備課長通知 「下水道 の整備等 に伴 う一般廃棄物処 理業等 の合理化 に F大写す る特別

措置法 に基づ く合理化事業計画 の策定要領 につ いて」 を踏 まえ、市町村 の実情 に

応 じた合理化事業計画 とす る こと。

また、市町村 は、下水道 の終末処理場等 による し尿処理へ の転換が完 了す る直

前 まで し尿処理業等 の業務 を円滑 に行わな けれ ばな らな いが 、将来 、処理見込み

量が著 しく城少 した場合年 、通常考 え られ る合理化 による業者 の 自ユノJ努 力だ けで

は円滑な業務 の継続が困難な場合 も想定 され るため、 このための道切な システム

作 りの検 討 につ いて も十分考慮す るもの とす る。

3 策定時期

合理化事業計画 は、下水道 の整備等 につ いて、そ の具体的な方針や見通 しが明
らか にな った以降できるだ け早 い時期 に策定 され る ことが望 ま しいものであ り、

既 に整備 が進 んで いる ところは速やかに策定 に着手す るもの とす る こと。

4 処理見込み量の変化の見通 し (業 務量減少の と らえ方 )
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下水道 の整備等 に伴 うし尿等処理の業務量の減少 は、 し尿等処理業の経営 の基

盤 に直接影響 を与 える ものであ り、 し尿等 の処理量 の的確な把握が、道正な合理

化事業計画 の基礎 にな るもので ある ことか ら、生排計画 を基 として、 し尿等 の処

理見込み量 の変化 の的確 な見通 しをたて る こと。業務量減少 の とらえ方 は、減少

量 を客観的、合理的 に表す資料 を用 いる ことが肝要で あ り、そ の例 として下水道

へ の直結件数 を基礎 とす る ことが考 え られ るが、よ り道切な資料 として採用でき

るものが考 え られ る場合 は この限 りではな い。

5 処理体制 の水準

4の 見通 しを基 として、 当該市町村 にお ける し尿等 の処理 の道正な実施 を確保

す るための処理体制 の水準 (必要な車両数等)を設定す る こととす る。

6 支援の方法

市町村 の支援 は、代替業務 の提供 を原則 とす るが 、代替業務が実質的な支援 と

成 り得ない場合 には、資金上の措置 も検 討す るもの とす る。

(1)支援 の方法 は、合特法 の 目的で ある し尿処理等 業者 の業務 の安定 の保持 のた

めの措置 として事業 の転換 のための代替業務 の提供 を原則 とす る もので ある こと。

代替業務 の提供 につ いては、平成 6年 3月 29日 付 け厚 生省生活衛 生局水道環

境部環境整備課長通知 「下水道 の整備等 に伴 う一般廃棄物処理業等 の合理化 に関

す る特別措置法 に基づ く合理化事業計画 の策定要領 につ いて」お よび基本方針 の

趣 旨を踏 まえてぉ個 々の市 町村 の実情 に応 じて決定す るもの とす る。

また、代替業務 につ いてはn既存 の業務 だけに と らわれず 、今後 の一般廃棄物

処理業務等 の動向 を見極 めなが ら、新 たな委託可能 な業務 につ いて も関係業者 の

活用 に努 め るとともに、庁 内部局全体 の連携 によ り、で きる限 り代替業務 として

提供できるよ う努 める こと。

(2)代替業務が実質的な支援 と成 り得な い場合 とは、そ の業務 の量が 7の 支援 に

十分でな い場合 をいい、資金上 の措置 は、代替業務提供 の補完的措置 と して講 じ

るもので ある こと。

なおれ資金二の措置 とは、転廃交付金 の交付等資金面で の措置全般 をい うもの

で ある こと。

7 支援の算定

(l)支援 は、市町村が策定す る生排計画 に定め る事項 を基 に して、業務 の安定 を

保持す るもの となるよ う算定す る こと。

(2)支援 は、提供 され る代替業務 (資 金上の措置 を講ず る場合 はそ の額 を含 めた

もの)が合理化事業計画 の業務減 少量 に見合 うもの とす る こと。

(3)支 援 を算定す る場合 は、合理化事業計画 の業務減少量 と道正な利益率 を基礎

として算定 され る もので ある こと。

(4)支援 の算定期間は、市町村が定める合理化事業計画期間 とす る。
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8 支援の開始

市町村 の支援 は、今後下水道 の供用 開始 を行 う市 町村 は供用 開始時点 を始期 と

し、既 に供用 開始 を行 って いる市町村 は合理化事業計画策定時点 を始期 とす る こ

とを原則 とす る。ただ し、既 に下水道 の供用が開始 され影響 が現れている市町村

もあ り、 このよ うな市町村 にあっては合理化事業計画
~束

定前で あって も合特法 の

趣 旨に基 いて固有 の支援策 を既 に講 じて きて いる ところで もある。 こう した事情

は市 町村 によってそれぞれ に異な る ところか ら、合特法施行 以降分 につ いては、

各市 町村 にお いて、 し尿等処理業者 と協議 を行 い、解決 を図 るもの とす る こと。

9 支援の期 間

支援 の期間は、生排計画 に基づいて決定す る もの とす る。具体 的 には、合理化

事業計画 は 5年か ら 10年 程度 を目安 とす るもの とし、資金上 の措置 については

5年程度 に設定す る ことが望 ま しい。 また、引き続 き計画策 定 を必要 とす る場合

には、所要の見直 しを行 うこと。
.

10 し尿等の収集運搬業務の安定的実施

市町村 は、 し尿等 の収集運搬業務が安定的 に継続 して実施 され、 また、代替業

務が 円滑 に遂行 され るよ う、支援 を行 う し尿等処理業者 に自鳳ノも努力 を含 めた対応

を求 めるもの とす る。

11 その他

この指針 は、平成 11年 11月 5日 か ら適用す るが、既 に合特法第 3条 の規定

に基づ く承認 を受 けて いる市町村および し尿等処理業者 との協議等 を終 えて合理

化事業計画 (案 )の 段階 にある市町村 にあって は この限 りでな い。
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